




名張市教育委員会 

教 育 長 上 島 和 久 

平成２２年に策定した「第一次名張市子ども教育ビジョン」の計画期間が、平成

２７年度で終了することから、名張市総合計画「新・理想郷プラン」及び「名張市

教育大綱」に定める基本方針に基づき、平成２８年度から１０年先を見据えた教育

分野の施策を具体化する行動計画として、「第二次名張市子ども教育ビジョン」を

策定しました。 

今後、社会はグローバル化、情報化が一層進展し、予想をはるかに超えるスピ

ードで多様化が進み、これまで以上に変化の激しい時代が訪れることが予想され

ています。加えて、本市の人口は平成１２年にピークを迎えましたが、それ以降は減

少傾向をたどっており、今後は超少子・高齢化がさらに進むことが見込まれています。

これらの背景から子どもを取り巻く環境も大きく変化していくものと考えられ、そのような

時代を生きる子どもは、一人ひとりが多様な個性・能力を伸ばし、充実した人生を主

体的にたくましく切り拓いていく力や人と繋がり、共に学び合い、支え合って豊かな

未来の社会を築いていく力が求められます。 

このような状況を踏まえると、子どもの育ちや学びに合った連続性・系統性のある

新たな教育や一人ひとりの子どもに教職員が向き合うための環境整備を計画的か

つ着実に推進していく必要があります。また、学校だけでは子どもの多様な課題を

解決することが困難な状況となっていることや、今後、学校が地域コミュニティの絆

づくり、生きがいづくりの拠点としての役割を求められていることから、学校が地域コミ

ュニティの中核となって、地域内外の多様な人々との協働を図り、様々な知恵・資

源を学校に取り入れることができる新たな仕組みを構築する等、「地域とともにある

学校づくり」を促進する必要があります。 

教育委員会としましては、今後、名張の良さを知り、名張を大切に思い、未来の

名張を担っていく人材を育んでいけるよう、学校・家庭・地域が一丸となって、「教育

先進都市名張」をめざし、本計画に掲げた取組を全力で進めてまいりたいと考えて

おります。市民の皆様の一層のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。  

平成２８年３月 
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１ 策定の趣旨 

  本市教育委員会は、教育基本法第１７条第２項に基づき、子どもの教育を推進するための指

針として、２０１０（平成２２）年、第一次名張市子ども教育ビジョン（以下、「第一次教育ビジョン」と

いう。）を策定し、めざす子ども像「夢をはぐくみ、心豊かでいきいきと輝くばりっ子」を掲げ、様々な施

策を展開してきました。第一次教育ビジョンでは、０歳から１８歳までの子どもへの途切れのない支

援を行うため、保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等との積極的な連携を進め、

子どもの発達に即した一貫した教育・保育のあり方を検討してきました。更に学校、保護者、地域

住民等が一体となって子どもの育ちを支援できるよう、学校支援地域本部（※１）を設置する等により

ネットワークを構築するとともに、教育の質の向上の要となる名張市教育センターを設置しました。 

第一次教育ビジョンによる施策は、一定の成果を上げていますが、今後、超少子・高齢化は一

層進行し、子どもを取り巻く教育環境が激しく変化していく中において、より確実な成果につなげて

いくため、更なる施策展開が求められています。 

このような状況を踏まえ、本市の今後の子どもの教育のめざす姿と取組の方針、内容を示すた

め、第二次名張市子ども教育ビジョン（以下、「本計画」という。）を策定します。

２ 計画の位置づけ 

本計画は、名張市総合計画『新・理想郷プラン』に示す教育分野の施策を具体化する行動

計画として位置付けます。また、「豊かな自然と文化に包まれて誰もが元気で幸せに暮らせるま

ち 名張」の実現に向けて、名張市の教育の方針や取組を体系的に整理し、市民総ぐるみで子

どもの教育環境を整える計画とします。

３ 計画の期間 

本計画の期間は、１０年先を見据えた長期的な視点に立ち、市総合計画との整合を図り、後

述する体系図の「基本目標」は、２０１６(平成２８)年度から２０２５(平成３７)年度までの１０年間とし

ますが、「主な取組」につきましては、２０１６(平成２８)年度から２０２０(平成３２)年度までの５年間と

します。

４ 計画の進行管理 

本計画に基づく取組を効果的・効率的に進めていくため、毎年度、取組の成果と課題を明らか

にし、進捗状況を公表します。 

※１ 学校支援地域本部・・・学校を支援するため、学校が必要とする活動について地域の方々をボランティアとして派遣する組織 

第１章 計画策定にあたって 
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１ 教育の現状 

 （１）就学前教育の推進 

   就学前教育は、生涯にわたる人格形成及び義務教育の基礎を培うものであり、これまで、認定

こども園の設置促進、新幼稚園教育要領の実施、幼稚園における学校評価や小学校との交流

活動の推進等が図られてきましたが、家庭教育支援を含めた就学前教育の質的向上が一層求

められています。

（２）小中一貫教育（※２）の制度化 

   学制改革の必要性が指摘されるようになった大きな要因は、戦後に導入された６－３－３制の

区切が今の子どもに合っていないのでは、という声が大きくなってきたことにあります。小学校・中学

校への入学時に多発する問題行動や新しい環境に不適応を起こす事態（いわゆる「小１プロブレ

ム（※３）」や「中１ギャップ（※４）」）を解消するためにも学制を見なおすべきという議論が教育再生実

行会議（※５）でなされ、２０１４(平成２６)年に中央教育審議会（※６）は、「子どもの発達や学習者の

意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システム」の一つとして小中一貫教育の制度化を

提言しました。そして、２０１５（平成２７）年６月、小中一貫校を国の制度に位置付ける改正学校教

育法が成立し、地方の自治体では、小中学校の連携から一歩進んだ、小中一貫教育に取り組

む機運が高まっています。

（３）外部人材等の参画 

学校の教職員のみでは、義務教育の全ての課題を解決することは困難であり、これまでも、外

部人材の参画の促進、学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）（※７）の創設、学校支援地

域本部の設置等様々な施策が講じられ、導入事例は着実に増加しつつありますが、全国的には

いまだ普及の途上にあります。 

※２ 小中一貫教育・・・小・中学校がめざす子ども像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育をめざす教育です。

※３ 小１プロブレム・・・小学校に入学したばかりの児童が落ち着いて教師の話を聞けず、友達と騒いだり教室を歩き回るなどして授業が

成立しない問題のことです。保育所・幼稚園から小学校へと学習環境が急激に変化し、子どもがそうした新しい環境に戸惑い、順

応できないことが主な原因とされています。 

※４ 中１ギャップ・・・小学生から中学生への円滑な接続ができず、中学生になって学校に行きにくくなったり、人間関係でトラブルを起こし

やすくなる現象のことです。その原因として、中学生になり勉強が難しくなること、教科ごとに先生が変わること、他の小学校からの子

どもと一緒になることなど、多感な時期に学習や生活環境の変化になじめないことが主な原因と考えられています。 

※５ 教育再生実行会議・・・２１世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育改革を推進するため、内閣総理大臣、内閣官房長官及

び文部科学大臣兼 教育再生担当大臣並びに有識者により構成し、開催される会議です。 

※６ 中央教育審議会・・・文部科学省に置かれている多数の審議会のうち最高の位置を占め、最も基本的な重要事項を取り扱う文部科学

大臣の諮問機関で、「中教審」と略称されています。 

※７ 学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)・・・学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させ

ることで、一緒に協働しながら子どもの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みです。

第２章 計画策定の背景 
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２ 子どもの現状

 （１）子どもの学び 

子どもの学力の現状については、全国学力・学習状況調査（※８）等の結果から、思考力・判断

力・表現力の育成に課題があることが明らかになっています。また、学習意欲の面では、小学生

の算数や中学生の数学・理科に関する興味関心は国際平均よりも低い水準にあります。また、体

力については、昭和６０年頃と比較すると低い状況にあり、運動する子どもと、しない子どもの二極

化傾向などが指摘されています。さらに、道徳教育については、社会全体のつながりの希薄化や

生活体験、自然体験の減少、異なる文化や価値観等をもった人々との交流の減少を背景として、

規範意識や社会性などの育成に依然として課題があります。     

（２）子どもの発達 

   児童生徒の身長や体重の伸びの大きい時期は、現在の学制が導入された昭和２０年代前半

と比較すると、２年程度早まっています。また、女子の平均初潮年齢も昭和の初めと比べて２年

程度早まっていることから、思春期の到来時期が早まっていると考えられます。また、「学校の楽し

さ」・「教科や活動時間の好き嫌い」について、小学校４年生から５年生に進級する際に肯定的

回答をする児童の割合が下がる傾向があることや、自尊感情に関わる質問に対し、小学校高学

年から急に否定的な回答が多くなるという調査結果があります。これらのことから、小学校４年生

から５年生頃に、児童にとっての発達上の大きな変化が存在していることが考えられます。 

※８ 全国学力・学習状況調査・・・文部科学省が全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生 

徒の学力や学習状況をきめ細かく把握・分析することを目的として、平成１９年度から実施している調査です。原則として小学校第６学 

年、中学校第３学年の全児童生徒を対象とし、教科に関する調査（国語、算数・数学）と生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を 

行います。 

       学校質問紙調査：全国学力・学習状況調査の実施に伴い行う調査で、学校における指導内容や指導方法等に関して各学校の校

長が回答するものです。 

       児童生徒質問紙調査：全国学力・学習状況調査の実施に伴い行う調査で、学習習慣や生活習慣等の幅広い分野に関して児童生

徒が回答するものです。 

出典：1948（昭和 23）年度及び 2013（平成 25 年）度学校保健統計調査より 

２年早まる 

【伸び㎝】 女子児童の身長平均値の推移  【身長㎝】

２年早まる 

【伸び㎝】 男子児童の身長平均値の推移  【身長㎝】 
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出典：2005（平成 17）年「義務教育に関する意識調査」より   出典：2013（平成 25）年Ｃ県調査より

３ 本市の現状と課題 

（１）現状 

関西圏のベッドタウンとして、昭和４０年代後半から急増した本市の人口は、２０００（平成１２）

年の８３，２９１人をピークに減少傾向をたどっています。近年の傾向で推移した場合、今後も人

口は減少を続けるものと見込まれています。 

また、人口の増加とともに増え続けていた世帯数は、人口増加のピークを過ぎた今もなお増え

続けており、核家族化がさらに進行しているものと考えられます。 

老年人口は、総人口が減少を続ける中で今後も暫くは増加傾向にありますが、２０２５（平成 

３７）年あたりから減少すると推計されているものの、これまでのように若者の転出による生産年齢

人口の減少が続いた場合、全国平均の倍のスピードで高齢化が進むことが見込まれています。 

《名張市の総人口・年齢階層別人口の見通し》 

資料：2010（平成22）年までの実績値は国勢調査の値。2015（平成27）年以降の値は、国立社会保障 

・人口問題研究所の「日本地域別将来推計人口」の値。 
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（２）課題 

①活力あるまちづくりと人づくり 

人口減少とともに超高齢社会といわれる時代において、本市がいつまでも「住みよいまち」・

「住み続けたいまち」であり続けるためには、可能な限り人口の維持に努めるとともに、どのような

時代であっても、全ての市民が生涯にわたり自分らしく、安心して幸せに暮らしていくことのできる

地域社会の創造とそれを支える人づくりを進めていく必要があります。 

②豊かな暮らしのできる地域社会の創造

    暮らしの質が重視される中、生活水準の向上だけではなく、新たな「豊かさ」を求める声が高

まっています。このため、一人ひとりが生きがい、やりがいをもって能力を発揮できる社会、学び

続けられる社会、健康で長生きできることを喜べる社会、自然や文化・芸術と触れ合い、社会

とつながり助け合い、友情や信頼などを感じながら、充実した暮らしのできる地域社会の創造が

求められています。

③若者が暮らしやすいまちの実現 

出生率の低下による年少人口（１４歳以下）の減少は、子どもの対人関係能力の育成への

影響や地域社会の活力低下などといった影響が懸念されます。また、生産年齢人口（１５～６

４歳）の減少は、経済活動の減退や産業構造の変化といった影響を引き起こします。このことか

ら、これからの地域社会を担う若者が暮らしやすいまちづくりを進めるために、子育て支援や教育

環境の充実を図り、若者の定着と転入につなげていく必要があります。 

④就学前教育への支援 

経済状況や家庭環境等による進学の機会や学力の差が、世代をまたがる格差の再生産・

固定化につながるという指摘があり、それらを防ぐためには、幼児期の段階において、学習面、

生活面における支援を適切に講じる必要があります。また、核家族化や地域の関係性の希薄

化の進行等による保護者の孤立化も懸念されており、関係機関等との連携による保護者への

支援を充実させる必要があります。 

４ 本市の教育と子どもの現状 

 本市の教育と子どもの現状について、第一次教育ビジョンで定めるめざす子ども像の４つの具体

の姿ごとにまとめました。

（１）「夢に向かって主体的に学び続ける子ども」 

①確かな学力の向上

学力向上に向けて大学教授を名張市学力向上アドバイザーに委嘱し、各学校の授業改善

に活用してきました。また、「学力・体力」調査活用検討委員会を設置し、全国学力・学習状況

調査から本市の子どもの状況を把握、分析し、課題解決に向けて各校の教育実践につなげて

きました。さらに、本市の子どもの問題を解決するための思考力・判断力・表現力の育成や家庭
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学習の定着等に課題がみられたことから、６つの取組（①学校の組織力の向上、②教職員の

指導力の向上③めあてと振り返りのある授業の実施④言語活動の充実⑤継続的な学びの構

築⑥家庭学習の定着）を推進してきました。 

その結果、全国学力・学習状況調査結果における国語・算数・数学の得点平均値経年変

化を見ると、中学生においては、全国平均を上回るか同程度を推移していますが、小学生にお

いては、全国平均を下回るか同程度を推移しています。 

一方、全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙（以下、児童生徒質問紙という。）による

と、小学生において「国語の授業の内容はよくわかりますか」という問いに対し、「よくわかる」と回

答している子どもの割合は増加傾向にあり、中学生においても「数学の授業の内容はよくわかり

ますか」という問いに対し「よくわかる」と答えた子どもの割合は、増加傾向にあります。また、感想

文や説明文など「書く活動」が難しいと感じる子どもの割合も減少傾向にあります。しかし、小中

学生ともに、家庭学習、生活習慣の課題が明らかになっています。 

今後、子どものより一層の学力向上を図るため、「学力・体力」調査活用検討委員会と学

校・園教育研究推進委員会（※９）との連携を一層密にし、課題解決に向けた教育実践の成果

と課題を共有し、授業改善につなげる取組を推進する必要があります。また、「学ぶ楽しさ」・「わ

かる喜び」のある授業創造に向けて、教職員の授業力向上に取り組むとともに、家庭・地域等

と連携し、家庭学習の充実を図る必要があります。 

※2011（平成 23）年度は、東日本大震災により質問紙調査は実施されておりません。 

※この質問項目は 2012（平成 24）年度から調査されており、2011（平成 23）年度以前のデータはありません。 

※９ 学校・園教育研究推進委員会・・・市全体の教育研究を推進するとともに、各学校・園の教育研究にかかる連絡調整を行うことを目的とし

て開催しています。
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②個々のニーズに応じた特別支援教育（※１０）の推進

教育センタ－を設置し、子ども発達支援センターやその他の関係機関との連携をスムーズ

に行えるようにするとともに、「ばりっ子チャレンジ教室」、「ばりっ子わくわくキャンプ」等の新たな事

業を展開し、特別な支援を必要とする子どもの育ちと学びをより総合的・継続的に支援するしく

みを構築してきました。 

また、学校においては、特別支援教育コーディネーター（※１１）、チーフコーディネータ－を配

置し、学校全体の特別支援教育の質の向上を図るとともに、子どもの個別の指導計画、教育

支援計画を作成し、保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校の教職員が共有することにより、

支援を必要とする子どもの育ちに合った系統的な支援を行ってきました。 

今後は、現在の特別支援教育支援システムを 

もとに、子ども発達支援センターや発達支援外来 

との連携を強化し、支援に有効な新たな情報を入 

手できる仕組みを構築するとともに、得た情報や指 

導方法を教職員が活用、実践し、指導力の向上 

を図る必要があります。 

③就学前教育保育と小学校教育の円滑な接続 

就学前の子どもが、小学校の環境にスムーズに適応し、入学時から安心して学校に通うこと

ができるよう、保育所（園）、幼稚園、小学校の保育士と教職員合同の会議や研修を実施し、

子どもの実態について情報共有を行うとともに、三重大学准教授監修の下、名張市版「幼稚

園教育課程」を作成しました。その結果、幼稚園教育要領と小学校学習指導要領のつながり

を意識した指導がなされつつありますが、本市においても、全国と同様に、小学校入学時に学

校生活に馴染めず不適応を起こす状況が見られます。 

今後は、より円滑な接続をめざし、教育課程の編成・実施等の取組を推進する必要がありま

す。 

（２）「人間性豊かでたくましい子ども」 

①豊かな心の育成 

家庭や地域と連携し、子どもの他人を思いやる心やよりよく生きようとする意欲を高めるため、

中学校区ごとに子ども支援ネットワーク委員会を設置しました。この委員会設置により、学校と

地域の連携が一層深まるとともに、学校や地域が子どもにとって居心地のよい場所となり、子

どもの自尊感情や自己肯定感が高まりつつあります。 

※１０ 特別支援教育・・・障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、一人ひとりの子どもの教

育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び支援を行います。 

※１１ 特別支援教育コーディネーター・・・各学校において特別支援教育の調整的な役割を担う教員として、校長が指名する教職員のことで

す。特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に校内委員会や校内研修の企画、運営、

関係諸機関や学校との連絡調整、保護者からの相談窓口などの役割を担います。 
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また、生命や人権を尊重する態度、公共心や規範意識を高めるため、各校において学校

人権・同和教育推進計画を策定するとともに、道徳教育全体計画及び年間指導計画を策

定し、その推進を図ってきました。その結果、児童生徒質問紙では「学校の規則を守っている」

と答える子どもの割合が年々増加し、いじめの件数は減少傾向にあります。その一方で、不登

校（※１２）の子どもの数が、小学校で微増し、中学校では減少傾向ではあるものの、小学校か

ら中学校への移行期に増加する傾向が見られます。 

今後は、引き続き粘り強く人権・同和教育、道徳教育の充実に努めるとともに、教職員は

子どもの個々の育ちや学びの理解を深め、連続性・系統性のある指導を行う必要がありま

す。 

※小１の 2010（平成 22）年度、2011（平成 23）年度と小６の 2010（平成 22）年度の不登校児童数は０人です。

※１２ 不登校・・・児童生徒が何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により登校しない、またはしたくてもできない状況

にあり、年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除きます。 

（％）
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②体力・運動能力の向上 

これまで、全ての学校において体力向上推進計画を策定するとともに、全国体力・運動能

力、運動習慣調査（※１３）を受け、子どもの実態を把握してきました。また、保健体育代表者会と

連携し、調査結果を検証し、課題解決に向けた実践と好事例を共有しました。その結果、小学

生の体力・運動能力、運動習慣調査の体力合計点は、２００８（平成２０）年以降上昇傾向に

あり、全国数値とほぼ同じ数値を示しています。なお、中学生の体力合計点は、従来より、全国

平均値を上回っています。 

今後は、新体力テスト等の実施や学校の体力向上に向けた活動を一層推進するとともに、

体育の授業や学校行事だけでなく、子どもが幼少の頃から様々なスポーツに接する機会を増

やす取組や、スポーツに親しめる公共施設の整備を行う必要があります。 

※平成２２年度、２３年度の全国調査は実施されておりません。 

※１３ 全国体力・運動能力、運動習慣調査・・・全国的な子どもの体力の状況について詳細な把握・分析を行うことを目的として、平成 20 年

度より全国の小学校 5年生及び中学校 2年生を対象として実施される調査です。
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③食育の充実

全ての学校において、食に関する指導にかかる全体計画及び年間指導計画を作成し、実

践するとともに、食育担当者会を実施し、その実践の検証と改善を行ってきました。その結果、

保育所（園）、幼稚園、小中学校の食育にかかる連携が進むとともに、課題と取組方法が共

有され、効果的な実践につながりました。一方、児童生徒質問紙からは、「朝食を毎日食べて

いる」と答えた中学生の割合は年々増加傾向にあるものの、小学生においては「朝食を毎日食

べている」と答えた子どもの割合は減少傾向にあります。成長期の子どもにとって、朝食を毎日

食べることや生活のリズムを整えることは、健やかな成長のために大変重要であり、近年、朝食

の摂取率と学力には相関関係があるという文部科学省の委託調査結果もあることから、今後

も、家庭に情報を提供するとともに、学校と家庭の連携を一層密にしていく必要があります。 

「朝食を毎日食べていますか」と学力の関係（％） 

※全国学力・学習状況調査結果における子どもの学力を上位からＡ層、Ｂ層、Ｃ層、Ｄ層と４つの学力層に分けて

います。 

（３）「郷土の自然や伝統・文化を愛し、郷土を誇れる子ども」 

①郷土学習の充実 

小学校３・４年生では、副読本「わたしたちの名張市」を活用し、名張の公共施設や歴史・史

跡、自然や特産品について学ぶ、特色ある授業や活動を実践してきました。その中には、持続

可能な社会づくりの担い手を育成する教育（ESD（※１４）教育）の視点を取り入れた学習として、地

域の方々とともにギフチョウの生息地や生態を調査・観察し、環境保全活動を行う学校もありま

す。このような学習から、子どもは名張の自然や歴史のすばらしさを学ぶとともに、地域の人々か

ら教わる喜び等を体感し、ふるさとに対する興味・関心を高め、ふるさとを大切にしようとする心が

醸成されつつあります。 

※１４ ESD・・・Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。 

現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む（think globally, act locally）ことにより、それらの課題の解決に

つながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していくことをめざす学習や活動です。 

出典：全国学力・学習状況調査（きめ細

かい調査）の結果を活用した学力に影

響を与える要因分析に関する調査研究

（2014（平成 26）年 3 月）国立大学法人

お茶の水女子大学 

Ａ層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層 Ａ層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層
している 90 87.9 80.8 77.6 89.4 85.7 78.6 68.1

どちかかと言えばして

いる
7 9.5 13.1 12.6 8.7 8.8 13.3 17

あまりしていない 2.3 2.5 5.4 7.1 1.7 3.9 5.9 9.5

まったくしていない 0.6 0.2 0.7 2.6 0.3 1.5 2.2 5.4

算数Ｂ(小学６年生） 数学Ｂ（中学３年生）
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一方、児童生徒質問紙では、「今、住んでいる地域の行事に参加した」子どもの割合は、小

学生、中学生ともに、全国数値より低位にあります。今後は、ふるさと名張の自然や伝統・文

化・人を愛し、誇りをもち、ふるさとづくりに参加する子どもを育成するため、郷土学習をさらに展開

する必要があります。 

②郷土資料館の活用 

子どもが、楽しみながら名張の昔の生活を想像・体感できる施設として、名張市郷土資料

館を開設しました。総合的な学習の時間や社会科等の学校教育の場として、また、家族と共

に体験できる場として、市内全域から子どもが訪れています。今後は、資料、展示方法や体験

活動の内容を工夫し、子どもの郷土への興味・関心を高め、郷土の良さを伝える施設として充

実を図る必要があります。 

（４）「人とつながり支え合い高め合う子ども」 

  ①学級集団づくり・子どもの居場所づくり 

よりよい学級集団づくりや子どもの居場所づくりを行うため、学級集団の状態や子ども一人ひ

とりの意欲・満足度などを測定する「学級満足度調査（Ｑ－Ｕ調査）（※１５）」を全学校、全学年

で実施してきました。Ｑ－Ｕ調査という客観的な指標を活用し、同じ尺度で学級や子どもを捉え

ることで、教職員は今後の指導の在り方を学年や学校の枠を超えて議論できるようになりました。

また調査結果と実際の子どもの姿とのズレの有無を把握することにより、教職員の子どもに対

する理解が深まり、子どもへの声のかけ方や支援の在り方の見直しにつながりました。

※１５ 学級満足度調査（Ｑ―Ｕ調査）・・・不登校の予防、いじめの早期発見・予防、学級崩壊の予防等を目的として考案された「楽しい学校

生活をおくるためのアンケート」という標準化された心理検査で、子どもの学級生活での満足度と意欲、学級集団の状態を、質問紙によっ

て測定するものです。

満足群：Ｑ－Ｕ調査の結果、学級内に自分の居場所があり、学校生活を意欲的におくっているという分野に入った児童生徒群の 

ことを満足群と呼びます。
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そのような効果的な活用方法を学級満足度調査活用検討委員会において共有し、学校

での取組を行った結果、学級の雰囲気にかかる質問の得点平均値はどの学年も全国の得

点平均値を上回り、年々増加する傾向にあります。また、中学校の得点平均値は小学校を

大きく上回るとともに、全国の得点平均値を大きく上回っており、よりよい学級集団づくりや子ど

もの居場所づくりが着実に行われていることがうかがえます。 

この調査の活用は、よりよい学級集団づくりだけでなく、不登校やいじめ等の問題行動の未

然防止・早期発見・早期対応にもつながることから、今後もこの調査を引き続き有効活用する

とともに、事例検討会や研修を通じて、よりよい学級集団づくり、子どもの居場所づくりから「学

びに向かう集団づくり」、「学び合う集団づくり」にステージを上げる必要があります。    

※得点平均値とはＱ―Ｕ調査の質問項目のうち、 

「あなたのクラスは明るく楽しい感じがしますか」 

「あなたのクラスはみんなで協力しあっていると思いますか」「あな

たのクラスは勉強やいろいろな活動にまとまって取り組んでいると

思いますか」の問いに対して「そう思う」と答えた子どもの回答を得

点化し、平均した値。得点が高い程、「そう思う」と答えた子どもが

多いことを示します。 
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②人間関係力の向上 

人との関わりは挨拶が出発点となりますが、児童生徒質問紙を見ると、「近所の人に会ったと

きは挨拶をしていますか」という問いに対して「当てはまる」と答えた子どもの割合は、本市、全国と

もに５０～６０％程度となっています。学校は、家庭、地域と連携し、子どもの人間関係力（人と

関わろうとする意欲・人と関わる態度）を育てていく必要があります。 

５ 第一次教育ビジョンの検証 

第一次教育ビジョンでは、教育の質の向上の要となる名張市教育センターを開設したことによ

り、保育士、教職員の授業力や学校・学級経営力が向上するとともに、保育所（園）、幼稚園、

小学校、中学校合同の研修会や授業交流等が推進され、子どもの発達に即した保育所

（園）・幼稚園から中学校までの連続した教育を行うことができました。また、学校支援地域本部

の設置によって、保護者や地域住民の学校への参画が促進され、学校・家庭・地域が一体と

なって教育活動を推進しようとする機運が高まりました。 

さらには、これらの取組とあわせて、子どもの安全・安心と学びを支える教育環境の整備・充

実に向けて、学校施設の耐震化対策や学校の規模・配置の適正化の取組などを計画的に進

めてきました。 

これらのことが基盤となって、第一次教育ビジョンに掲げるめざす子ども像「夢をはぐくみ、心豊

かで、いきいきと輝くばりっ子」は、確実に育っていると考えておりますが、これまでの施策の検証を

もとに、より未来志向の視点に立った改善方針及び取組を本計画に位置付ける必要がありま

す。  

現在、日本の社会では、超少子高齢化、高度情報化、国際化が急速に進み、環境問題、

経済の活力の減退、地域間の格差の広がり、世代をまたがる社会的・経済的格差の固定化

への懸念、社会における安全・安心の確保などの様々な課題が生じています。同時に、国際

社会においては、グローバル化に伴う国際競争が激化する一方で、地球環境問題や食糧・エ

ネルギー問題など人類全体で取り組まなければならない問題が深刻化しています。民族・宗教

紛争や国際テロなども人類の安全を脅かしています。今後、社会は、グローバル化や情報化
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の進展などにより予想を超えたスピードで変化・多様化が進み、これまで以上に変化の激しい時

代の到来が予想されます。 

    そのような時代に生きる子どもは、一人ひとりが、多様な個性・能力を伸ばし、充実した人生を

主体的に切り拓いていく力等の「夢を実現する力」や、個性や社会の多様性を尊重し、他者と

つながり、共に学び合い、支え合い、高め合って、未来の社会を築き、リードする力等の「社会を

拓く力」が求められるようになると考えます。また、グローバル化が進行する社会においては、国境

を越えて人々と協働するための英語等の語学力・コミュニケーション能力、異文化に対する理解、

日本人としてのアイデンティティなどを培っていく視点も一層重要になってくるものと考えます。 

そのため、「小１プロブレム」や「中１ギャップ」等、様々な課題の解決を図るとともに、子どもの

夢を実現する力、社会を拓く力を養い、「夢をはぐくみ、心豊かで、元気なばりっ子」を育成する新

たな教育を実現する必要があります。 

実現にあたっては、一人ひとりの子どもに教職員が向き合うための環境整備、子どもの育ちや

学びに合った連続性・系統性のある新たな教育を行う必要があります。また、学校だけでは子ど

もの多様な課題を解決することが困難であることや、学校が地域コミュニティの絆づくり、生きが

いづくりの拠点としての役割を求められていることから、学校が地域コミュニティの核となって、地

域内外の多様な人々との協働を図り、様々な知恵・資源を学校に取り入れることができる、新た

な仕組みを構築する必要があります。 

そこで、本計画は、第一次教育ビジョンの基本的な方針を踏襲しつつ、より子どもの未来を見

すえた計画とするために、次の方針のもと、各種取組を展開します。 
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個性や社会の多様性を尊重し、人とつなが
り、共に学び合い、支え合い、高め合って、社会
を築き、リードする力 
◆人間関係力 ◆名張を愛する心
◆人権を尊重する意欲・態度 
◆規範意識  ◆感動する心  
◆新しい価値を創造する力  
◆社会をよりよくする力 等

１ 基本理念 

０歳から１８歳までの子どもが、将来に向けて夢や希望をもち、元気に充実した日々を過ごすた

めに、大人は何をしなければならないか、何ができるか、広い視野から見、考え、議論し、取り組ん

でいく必要があると考え、名張市のめざす教育の基本理念を次のとおりとします。

２ めざす子ども像 

本市の総合計画『新・理想郷プラン』 におけるまちの将来像「豊かな自然と文化に包まれて

誰もが元気で幸せに暮らせるまち 名張」をもとに、教育振興と教育課題を解決するため、めざす

子ども像を次のように定めます。 

３ 子どもに育みたい力 

 変化の激しい時代を生きる子どもに必要となる資質は、夢の実現に向けて、主体的に人生を切り

拓いていく力、そして、人とつながり、共に学び合い、支え合って、社会を築いていく力であると考えま

す。そこで、子どもに育みたい力を「夢を実現する力」と「社会を拓く力」に整理します。 

第３章 名張市のめざす教育 

夢をはぐくみ 心豊かで 元気な 「ばりっ子」 

◆夢をはぐくむ「ばりっ子」 

・夢をもち、目標に向かって努 

力し続ける子ども 

・思考力・判断力・表現力を身 

に付けた子ども 

・自ら学び、考え、主体的に判

断し、行動する子ども 

・自ら課題を見付け、解決して

いこうとする子ども 

◆心豊かな「ばりっ子」 

・人との関わりを楽しむ子ども 

・自らをコントロールし、他人とともに

協調する子ども 

・他人を思いやる心や感動する心

を持つ子ども 

・名張を愛し、名張を誇れる子ども 

・社会の未来を考え、行動する子

ども 

未来を担う子どもの夢を実現するため、学校、家庭、地域がそれぞれの

役割と責任を自覚し、一丸となって子どもの教育に向き合います。 

◆元気な「ばりっ子」 

・基本的生活習慣を身に 

付けた子ども 

・体を動かすことを好み、楽

しむ子ども 

・困難を乗り越え、明るく前

向きに生活する子ども 

一人ひとりが、多様な個性・能力を伸ばし、
夢の実現に向けて、主体的に人生を切り拓い
ていく力 
◆基礎的・基本的な知識・技能  
◆思考力・判断力・表現力 
◆学習意欲  
◆たくましく生きるための健康や体力 
◆問題解決能力 等

夢を実現する力 社会を拓く力 
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４ 基本方針  

「基本理念」の実現、「めざす子ども像」、「子どもに育みたい力」の育成に向け、本計画の基本 

方針を以下のとおり定めます。 

（１）しっかりつなぐ育ちのバトン（縦の接続を重視した教育） 

子どもの育ちや学びの課題を解決するとともに、「夢を実現する力」、「社会を拓く

力」を育む新たな教育の実現を図るため、第一次教育ビジョンにおいて築いた中

学校区単位の保育所(園）・幼稚園・小中学校の連携の次のステージとして、子

どもの育ちと学びの連続性・系統性を重視した小中一貫教育を実施します。 

（２）がっちり組もう育ちのスクラム（横の連携を大切にした教育） 

学校、家庭、地域、関係機関がそれぞれの役割と責任を自覚し、市民総ぐるみ

で子どもの育ちを支援するため、学校運営とその他の教育活動をサポートする機

能として、「名張版コミュニティ・スクール」を創設するとともに、「（仮称）生涯学習セ

ンター」機能を構築します。また、誰もがやりがい、生きがいを感じながら活躍できる

地域コミュニティづくりに寄与する拠点としての学校づくりを推進します。さらに、ふる

さと学習の充実や、体力向上に向けて、郷土資料館や文化施設、体育施設等

との連携を促進します。 

（３）ぐんと高める育ちのシステム（教育センターを拠点とした教育） 

教育の要は、教職員の教育力（授業力・指導力）にあります。いかに社会が変

化しようとも、教職員が信念をもって子どもの「夢を実現する力」、「社会を拓く力」を

高められるよう、教育センターを拠点に、時代のニーズとともに教職員のニーズに

合った多様な研修を実施し、教職員の教育力の向上を図ります。さらに、家庭や

地域の教育力向上に寄与するよう、教育や子育てに関わる調査・研究、研修や

情報の収集・発信、相談等を一元化し、学校、家庭、地域、関係機関と連携し

て、子どもの育ちと学びを一体的に支援します。 
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５ 体系図 

（１）小中一貫教育の推進 

（２）名張版コミュニティ 

・スクールの創設 

（３）（仮称）生涯学習センター

機能の構築 

（４）教育センター機能の充実 

めざす子ども像：夢をはぐくみ 心豊かで 元気な「ばりっ子」 

夢を実現する力 社会を拓く力 

基本目標１ 確かな学力の向上 

（１）学力の向上 

（２）特別支援教育の推進 

（３）キャリア教育の充実 

（４）情報教育の推進とＩＣＴの活用 

（５）就学前教育の充実 

（６）グローバル人材の育成

基本目標２ 豊かな人間性の醸成

（１）人権・同和教育、道徳教育の推進 

（２）ふるさと学習「なばり学」の推進 

（３）持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進 

（４）読書活動・文化芸術活動の推進 

基本目標３ 健やかな体の育成

（１）健康教育の推進 

（２）体力向上に向けた取組の推進 

（３）食育の推進 

基本目標４ 活力ある学校づくり 

（１）教職員が働きやすい環境づくり 

（２）学校の組織力の向上 

（３）教職員の指導力の向上 

基本目標５ 安全で安心な教育環境の整備 

（１）子どもの安全・安心の確保 

（２）いじめや問題行動を未然に防ぐ学校づくり 

（３）居心地の良い集団づくり 

（４）学校の規模・配置の適正化の推進 

基本目標６ 家庭・地域との協働の推進 

（１）家庭の教育力の向上 

（２）地域の教育力の向上 

＜基本方針＞ 

１ しっかりつなぐ育ちのバトン（縦の接続を重視した教育） 

２ がっちり組もう育ちのスクラム（横の連携を大切にした教育） 

３ ぐんと高める育ちのシステム（教育センターを拠点とした教育） 

＜子どもに育みたい力＞ 

基本目標と主な取組 

新たな取組 
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本計画を実現するためには、３つの基本方針のもと、６つの基本目標を達成するために２２の主な

取組を着実に推進することが必要です。また、４つの新たな取組を本計画の重点取組と位置付け、

主な取組と総合的・一体的に推進することにより、本計画のめざす子ども像や子どもに育みたい力に

一層効果を発揮するものと考えます。

① 小中一貫教育フロンティア事業 

育ちと学びの連続性と系統性を大切にする小中一貫教育のモデル校を指定し、調査・研

究を行うとともに、その検証結果を市内全域での小中一貫教育の導入に生かします。 

② スタートカリキュラム（※１６）の編成 

幼児期の年長から小学校の低学年の期間を子どもの発達や指導方法の連続性を踏まえ

た接続期と捉え、この接続期の「スタートカリキュラム」を編成します。 

③ グローカル（※１７）人材の育成 

世界的（グローバル）な視野を持ちながら、地域（ローカル）の良さを知り、地域の課題解

決に主体的に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献する人材（グローカル人材）を育成す

るため、名張市独自の英語教育やふるさと学習等のカリキュラムを編成します。 

④ 教職員の他校種免許状取得の推進 

小中一貫教育のスムーズな導入に向けて、県教育委員会と連携し、小中学校教員免 

許状を併有した教職員の確保を推進します。また、国の動向を踏まえながら、教職員が小中

学校で指導できるよう他校種免許状の取得を推進します。 

※１６ スタートカリキュラム・・・保育所（園）、幼稚園の遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として、主体的に自己を発揮し、 新しい学校生

活を創り出していくためのカリキュラムです。 

※１７ グローカル・・・「グローバル（世界的な）」という言葉と「ローカル（地方の）」という 言葉を組み合わせて作られた造語です。 

（１）小中一貫教育の推進 

小学校教育から中学校教育への円滑な接続をめざし、義務教育９年間を通じて子どもの発

達に合った学びを実現するため、小中一貫教育の取組を推進します。 

第４章 新たな取組 
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① 名張版コミュニティ・スクール「（仮称）ばりっ子応援学校」の創設 

地域コミュニティの核となる学校づくりをめざし、名張版コミュニティ・スクールの創設に向けて、

調査・研究を実施し、その検証結果を市内全小中学校のコミュニティ・スクールの創設に生か

します。また、コミュニティ・スクール先進校の実践事例も参考にし、放課後子ども教室（※１８）

等の教育支援活動の促進を図りながら、地域全体で教育に取り組む体制づくりを進めます。 

② 学校運営の改善を果たすＰＤＣＡサイクル（※１９）の確立 

コミュニティ・スクールの機能と学校支援や学校関係者評価等の機能を一体的に推進す

ることで、学校運営の改善を果たすＰＤＣＡサイクルを確立します。 

① 学び続けられる場・絆づくりの場の整備・充実 

市民が生涯にわたって学び続けることができる場とともに、その学習した成果を地域に還元し、

市全体の絆をつくり上げていく場として、（仮称）生涯学習センター機能を構築します。 

また、その機能を活用し、子どもの学びと育ちを支援する体制の整備・充実を図ります。 

② 指導者の養成 

市民が（仮称）生涯学習センターで身に付けた、高い専門性、実践能力を学校や地域の

学習の場で生かすことにより、やりがい、生きがいの創造に寄与します。 

また、地域を愛し、地域に学び、地域に誇りをもち、地域を大切にする子どもの育成をめざし

たふるさと学習等を指導する人材とともに、地域における生涯学習のリーダーとして活躍する

人材を養成します。

※１８ 放課後子ども教室・・・地域の協力を得て、学校等を活用し、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を確保し、放課後や週末等にお

ける様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援するものです。 

※１９ ＰＤＣＡサイクル・・・事業活動において、事業改善を円滑に進める手法の一つで、Plan（計画）→ Do（実施，実行）→ Check（点検，評

価）→ Action（改善）の ４段階を繰り返すことによって、事業を継続的に改善する手法のことです。

（２）名張版コミュニティ・スクールの創設 

学校、家庭、地域がともに知恵を出し合い、地域づくり組織等と連携・協働しながら子

どもの豊かな成長を支え、学校が、地域コミュニティの絆・生きがいづくりの核となるよ

う、名張版コミュニティ・スクールを創設します。 

（３）（仮称）生涯学習センター機能の構築 

活力あるコミュニティが市民の学習を支え、社会を生き抜く力をともに培い、市民の学

習がコミュニティを形成・活性化させるという好循環システムの確立に向けて、地域の資

源を結び、市民のネットワーク拠点となる（仮称）生涯学習センター機能を構築します。 
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① 教育センター機能の充実 

教育センターの研修講座を体系化し、社会の情勢や学校の教育課題を考慮した、教職

員にとって満足度・活用度の高い研修を実施します。また、教育に関する調査・研究を学校

の教職員や大学等の教育関係機関と連携して進めます。 

② 学校や家庭への支援  

学校生活支援ボランティア（※２０）等の学校教育に関わる人材の確保・活用や家庭教育連

続講座の受講者が地域で講座を開設する仕組みの構築等、学校や家庭を支援する体制

の強化を（仮称）生涯学習センターと連携して進めます。 

※２０ 学校生活支援ボランティア・・・開かれた学校づくりの一環として、市内の小中学校において学校生活を支援するボランティアで、各学

校からの希望に基づいて、名張市が募集し、応募者を登録しています。ボランティアの活動内容は登下校時の安全支援、学校図書

館活動の支援、クラブ活動の支援、校舎の補修、除草、美化等の環境整備の支援等、多岐にわたっていて、学校運営を支援してい

ます。

（４）教育センター機能の充実 

学校、家庭、地域が一丸となって、子どもの育ちを支援するための拠点施設である教育

センター機能をより充実させ、子どもの育ちと学びを一体的に支援します。 
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本計画の基本方針や新たな取組を踏まえ、６つの基本目標を設定し、この目標を達成するための主な

取組として、２２の取組を設定します。

① ９年間の一貫した教育の実施 
義務教育９年間を見据えた教育課程を編成することにより、連続性のある一貫した教育を行います。

また、これまでの６－３制とは違った４－５制による小学校５・６年生での教科担任制の段階的導入等も

検討しながら、小中学校間の段差を緩やかにし、子どもの心理的・身体的な発達段階に応じたきめ細

やかな指導・支援を行うことにより、基礎的・基本的な知識・技能、思考力・判断力・表現力をはじめと

する子どもの学力向上を図ります。 

② 研修講座の充実 
教育センターの研修講座を体系化し、社会の情勢や学校の教育課題を考慮した満足度・活用度

の高い研修を実施します。また、教育に関する調査・研究を学校の教職員や大学等の教育関係機関

と連携して進めます。 

基本目標１  確かな学力の向上 

◇めざす姿 

学校では、子どもの学ぶ意欲が引き出され、発達や理解度に応じたきめ細やかな指導が行われて

います。 

保育所（園）・幼稚園・小中学校等の連携が強化され、一人ひとりの子どもの学力にかかる課題を

共有し、その解決に向けた指導方法の工夫と改善が図られています。 

子どもは、夢の実現に向けて、学力の基礎・基本を身に付け、自ら学び、考え、行動し、よりよく問

題を解決する力を身に付けています。 

主な取組

（１）学力の向上 

第５章 基本目標と主な取組 
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③校内研修の支援 
子どもの学力・学習状況を全教職員で共有し、組織的・計画的な改善につながるよう積極的に指

導主事を派遣し、指導、助言を行い、学校を支援します。 

④ 指導ポイントの共有 
学力向上に向けた効果的な指導方法等や実践を可視化し、指導のポイントを全教職員で共有しま

す。

⑤家庭学習の充実 
子どもの発達段階に応じた家庭学習の内容や進め方、食生活の改善、あいさつの習慣化などにつ

いて、学校と家庭がより密接に情報共有を図り、学校から家庭へ情報発信を行う等、連携して子どもの

生活習慣や家庭学習習慣の定着を図ります。

⑥ ファミリー読書の推進 
読書の楽しさを体感するとともに、家族で本を読み、その感想を語り合う活動を通して、家族間のコミュ

ニケーションを深める読書運動、ファミリー読書を推進します。 

① 途切れのない支援 
障害のある子どもが、持てる力を発揮できるよう、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、

保育所（園）、幼稚園、小中学校を通した途切れのない支援を行います。 

② インクルーシブ教育（※２１）の推進 
障害のある子どもが持てる力を発揮できるよう、国や県と連携し、障害のある子どもと障害のない子ど

もが皆で共に学べる環境を整備するとともに、自立支援員や学習サポーター等の配置を促進し、支援

体制の強化を図ります。 

③ 進学・就労の支援 
特別支援学級、通級指導教室等の多様な学びの場を提供するとともに、高等学校、特別支援学

校、企業等と連携し、義務教育後の進学・就労を支援します。 

※２１ インクルーシブ教育・・・人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社

会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みです。 

（２）特別支援教育の推進
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①小中学校と高等学校の連携促進 
キャリア教育の観点から、高等学校等の教職員や生徒による小中学校へのものづくり、スポーツ等

の出前授業や高等学校等の公開講座への子どもの参加を促進します。 

② 企業等との連携強化 
子どもが夢を育み、その実現に向けて主体的に学ぶよう、企業や商工会議所の社会貢献事業とタイ

アップし、職員の招聘や企業訪問等の取組を強化します。 

③ 地域の教育力の活用 
子どもが地域の様々な年齢層や立場の人々と触れ合い、社会経験を積み、社会性や公共性を得

ることができるよう、子どもの地域内行事への積極的な参加を促し、地域の教育力を活用します。 

① 各校のＩＣＴ研修の充実 
全ての教職員がＩＣＴ機器を効果的に活用し指導できるよう、リーダー的な教員を養成し、各学校の組

織的・計画的な取組を支援します。 

② 情報モラル教育の推進 
子どもがインターネットを適切に活用する能力を習得できるよう、情報ネットワーク上のルールやマナー

等の必要な情報モラルを身につける学習活動を行います。また、県と連携しながら教職員研修の充実

を図り、情報モラルに対する指導力及び個人情報等の取り扱いに関しての教職員の危機管理意識を

高めます。 

③ 保護者・地域住民への情報発信 
情報社会に生きる子どもを家庭や地域で見守る体制を確立するため、スマートフォン等の利便性や

事件事故につながる危険性について、保護者や地域住民へ情報発信します。 

※２２ キャリア教育・・・学校教育において、「学ぶこと」と「働くこと」を関係付けながら、子どもたちに「生きること」の尊さを実感させ、社会の一員として

の自己の存在を理解し、社会での職業や勤労および学校での学習や諸活動に積極的に関わる意欲・態度をはぐくむことができるよう、その

発達段階に応じて指導、援助していく教育です。

※２３ ＩＣＴ・・・Information and Communication Technology （インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー） の略で、コンピュータやイ

ンターネット等の情報通信技術のことです。 

（３）キャリア教育（※２２）の充実

（４）情報教育の推進とＩＣＴ（※２３）の活用 
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①保育所（園）、幼稚園、小中学校の連携の強化 
小１プロブレム等就学時の課題を解決し、小学校教育へ円滑な接続が行われるよう、保育士、幼

稚園教職員と小中学校教職員が相互に保育・授業参観を実施する取組を促進します。また、中学校

区でめざす子ども像を共有し、指導内容や指導方法について相互理解が図られるよう実践交流会や

合同研修会等を実施します。 

② 保育士と幼稚園教職員の資質・能力の向上 
関係機関と連携し、保育士や幼稚園教職員の資質向上を図るため、幼児教育に関する会議・研

修内容の充実を図ります。 

③ スタートカリキュラムの編成 
幼児期の年長から小学校の低学年の期間を子どもの発達や指導方法の連続性を踏まえた接続期

と捉え、この接続期の「スタートカリキュラム」を編成します。 

① 英語教育推進リーダーの養成 
グローバル化に対応し、２０２０（平成３２）年度から本格実施される小学校中・高学年の英語教育の

拡充強化と中学校の英語教育の高度化を見すえ、子どもの英語によるコミュニケーション能力を育むた

め、県教育委員会と連携し、小中学校の英語教育を推進するリーダー的な教員を養成します。また、

その効果が、全ての小学校の教員や中学校の英語科教員の英語指導力の向上につながるよう、リー

ダーを講師とした研修会を実施します。 

② 英語科専門教員・地域人材の活用 
小学校の英語教育の充実に向けて、小学校に英語科専門教員の配置を国や県に要望するととも

に、中学校英語科専門教員の小学校への派遣を推進します。また、（仮称）生涯学習センターや教

育センター等を活用し、外国で居住経験のある方などを対象に学校で英語教育を支援する地域人材

を養成します。 

③ グローカル人材の育成 
世界的（グローバル）な視野を持ちながら、地域（ローカル）の良さを知り、地域の課題解決に主体

的に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献する人材（グローカル人材）を育成するため、名張市独自

の英語教育やふるさと学習等のカリキュラムを編成します。 

（５）就学前教育の充実 

（６）グローバル人材の育成 
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成果指標 現状値(H26) 目標値(H32)

国語・算数（数学）の授業が「よくわかる」、「どちらかといえば

わかる」と答えた児童生徒の割合 

※全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査より 

小学生 
国語   ８４．０％ ８７．０％ 

算数   ７７．３％ ８３．０％ 

中学生 
国語   ７１．５％ ７４．０％ 

数学   ８３．３％ ８５．０％ 

活動指標 現状値(H26) 目標値(H32)

通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生

徒のうち、個別の指導計画を保護者の合意のもとに作成して

いる割合 

小学生  １４．３％ ３０．０％ 

中学生     ０％ ８．０％ 

平日、学校の授業時間以外に「1 日当たり３０分以上の読書を

している」と答えた児童生徒の割合 

※全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査より 

小学生  ３４．６％ ３７．０％ 

中学生  ２８．９％ ３１．０％ 

数値目標
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①人権・同和教育の充実 
生命や人権を尊重する態度、部落差別や障害者差別をはじめとして、あらゆる差別をなくそうとする意

欲と実践力を育むための学習活動づくりや教職員の実践力を高める取組を推進します。また、人権・同

和教育、道徳教育に関する学習会を学校で開催する等、家庭や地域で人権尊重の意識がより一層

広まる取組を促進します。 

② 道徳教育の充実 
子どもの道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てるため、自己を見つめ、物事を広い視野

から考え、自己の生き方についての考えを深める学習を行います。 

③ 指導方法の工夫 
教職員が人権・同和教育や道徳教育の指導を行うに当たり、体験的な学習や基礎的・基本的な

知識及び技能を活用した問題解決的な学習を行えるよう、指導方法の工夫・改善を促進する研修を

実施します。 

基本目標２ 豊かな人間性の醸成 

主な取組

（１）人権・同和教育、道徳教育の推進 

◇めざす姿 

子どもは、その年齢に応じた、生命や人権を尊重する態度、公共心や規範意識、他人を思いやる

心、感動する心が育まれています。 

また、子どもは、日常的に読書に親しむとともに、郷土の自然や文化、歴史に親しみ、郷土を愛し、

郷土を誇りに思う心が育まれています。 
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①ふるさと学習「なばり学」の創設 
子どもが、ふるさと名張の自然や歴史、伝統・文化、人から生き方を学ぶ「なばり学」の学習教材、カ

リキュラムを編成します。 

② 地域と連携したふるさと学習の推進 
子どもが、「ふるさと名張を大切に思い、自然を守り、伝統や文化を引き継いでいく一人である」という

意識をもてるよう、地域人材を活用し、自然体験や農業体験等の体験活動を取り入れながら、ふるさと

名張の自然や歴史、伝統・文化、人をテーマとした学習を推進します。 

③ 文化財施設等の活用 
子どもが楽しみながら、名張の郷土を想像・体感できるよう、名張藤堂家邸跡、夏見廃寺跡、美旗

古墳群等の史跡や名張市郷土資料館等の文化財展示施設を活用します。 

① 地域の課題解決学習の推進 
子どもが、人口減少、獣害対策やごみ問題、河川・森林の保全、商店街の活性化等、地域の課

題について主体的に解決しようとする意欲を育てるため、学校、地域、企業、行政が連携して、学びの

場を提供します。 

② 企業との連携強化 
子どもが夢を育み、その実現に向けて主体的に学ぶよう、企業や商工会議所の社会貢献事業とタイ

アップし、企業の方の話を聞いたり、企業へ訪問するなどの取組を推進します。 

③ ユネスコスクール（※２４）への登録 
世界中の学校との交流を通じ、ESD の情報や体験を分かち合うことを目的に、ユネスコスクールへの

登録を推進します。 

※２４ ユネスコスクール・・・1953 年、ASPnet(Associated Schools Project Network)として、ユネスコ憲章に示された理念を学校現場で実践するため、

国際理解教育の実験的な試みを比較研究し、その調整をはかる共同体として発足しました。世界 181 か国で約 10,000 校が ASPnet に加

盟して活動しています。日本国内では、2015年 4月現在、913校の幼稚園、小学校・中学校・高等学校及び教員養成系大学がこのネットワ

ークに参加しています。日本では、ASPnet への加盟が承認された学校を、ユネスコスクールと呼んでいます。ユネスコスクールは、そのグロ

ーバルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、生徒間・教師間で情報や体験を分かち合い 、地球規模の諸問題に若者が対処で

きるような新しい教育内容や手法の開発、発展をめざしています。

（２）ふるさと学習「なばり学」の推進

（３）持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進
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①学校図書館の充実 
教育センターを活用し、各学校の司書教諭をはじめとする図書館担当者と連携し、学校図書館の

充実に向けた支援体制を確立します。 

② 市立図書館による学校図書館の支援 
子どもの施設見学・職場体験を積極的に受け入れ、図書館への興味を深めさせることにより、子ども

の読書活動の推進に努めるとともに、市立図書館による小中学校の学校図書館支援を推進します。 

③ 読書環境の整備 
学校図書館の図書資料等の充実とともに、学校司書等、子どもと本をつなぐ児童サービスの専門

的な知識と技術をもつ職員を配置し育成します。 

④ 「ファミリー読書」の推進 
読書の楽しさを体感するとともに、家族で本を読み、その感想を語り合う活動を通して、家族間のコミュ

ニケーションを深める読書運動、「ファミリー読書」を推進します。 

⑤ 文化芸術にふれる機会の充実 
県教育委員会と連携し、学校において本物の文化芸術にふれる機会を提供するとともに、「名張市

小中学校音楽会」、「名張市立学校・園美術展覧会」等、子どもの学習成果を発表する場を充実さ

せていきます。 

成果指標 現状値(H26) 目標値(H32)

人の気持ちがわかる人間になりたいと思いますかという質問に「当て

はまる」、「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合   

※全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査より

小学生 ７１．２％ ７５．０％ 

中学生 ７６．４％ ７８．０％ 

活動指標 現状値(H26) 目標値(H32)

今、住んでいる地域の行事に参加していますかという質問に「当ては

まる」、「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合  

※全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査より 

小学生 ６６．２％ ６８．０％ 

中学生 ４５．１％ ４７．０％ 

平日、学校の授業時間以外に「1 日当たり３０分以上の読書をしてい

る」と答えた児童生徒の割合 

※全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査より 

小学生 ３４．６％ ３７．０％ 

中学生 ２８．９％ ３１．０％ 

数値目標

（４）読書活動・文化芸術活動の推進 
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①健康教育の推進 
子どもが、生涯にわたって健康な生活を営むことができるよう、各教科や特別な活動を通して健康教

育を推進します。また、学校関係者、学校医、学校歯科医、学校薬剤師等で組織する学校保健委

員会の充実を図り、食事、運動、休養、睡眠等の規則正しい生活習慣を確立するための取組を進め

ます。 

② 保健師等との連携 
保健師等との連携を図り、子どもや教職員を対象とした研修会、会議等を実施し、知識を修得する

とともに、子どもの健康課題に対応する体制づくりを進めます。 

③ 命の教育の推進 
子どもの自尊感情や命を大切にしようとする心を育む「命の教育」を、道徳科をはじめとする全ての教

育活動において取り組みます。 

基本目標３ 健やかな体の育成

◇めざす姿 

子どもは、自らの健康を適切に管理・改善するとともに、進んで運動に親しみ、たくましく生きるための

健康と体を備えています。 

また、保育所（園）・幼稚園・小中学校は関係機関と連携しながら、子どもの実態に応じた健康・

食教育を推進しています。 

主な取組

（１）健康教育の推進 
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①授業の工夫と改善 
各学校が、子どもの体力にかかるめざす姿と課題を明らかにし、その課題解決に向けて、体育科の

授業改善が組織的・計画的に行われるよう、各学校で体力向上推進計画を作成し、共有します。 

② 新体力テスト（※２５）の有効活用 
新体力テストを実施し、教職員の保健体育代表者会との連携を図りながら、子どもの体力にかかる

課題を明らかにし、効果的な指導を研究するとともに、その成果と課題を全小中学校で共有します。 

③ 運動の機会の充実と指導者の育成
子どもが日常的に運動に親しめるよう、名張市体育協会や総合型地域スポーツクラブ（※２６）等と連

携し、運動をする機会の充実を図ります。また、小中学校の体育や部活動に専門的な人材を派遣でき

るよう、スポーツ指導者を育成します。 

④ 体育施設の充実 
市民の体力づくりを推進する場、子どもと大人のコミュニケーションを図る場として、体育施設の充実・

活用を図ります。 

① 食に関する指導の推進
名張市ばりばり食育条例の趣旨を踏まえ、子どもが発達段階に応じた食に関する知識と食習慣を身

に付けられるよう、教科、特別活動と関連させて指導するとともに、食を大切にし、食を楽しむ心を育むた

め、農業に関する体験学習を推進します。 

② 家庭との連携 
栄養教諭の専門性を活用する等、食に関する指導の充実に取り組み、家庭での食習慣の定着が

図られるよう、学校から家庭に食育に関する情報提供を行います。 

③ 学校給食の充実
子どもの心身の健全な発達や食に関する正しい理解と適切な判断力を養うことができるよう、学校給

食を充実します。 

※２５ 新体力テスト・・・文部科学省が、1964（昭和 39）年以来、「体力・運動能力調査」を実施し、国民の体力・運動能力の現状を明らかにし、体育・

スポーツ活動の指導と、行政上の基礎資料として広く活用しています。 1999（平成 11）年度の体力・運動能力調査から導入した「新体力テ

スト」は、国民の体位の変化、スポーツ医・科学の進歩、高齢化の進展等を踏まえ、これまでのテストを全面的に見直して、現状に合ったも

のとしました。 

※２６ 総合型地域スポーツクラブ・・・人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、子どもから高齢者まで、

様々なスポーツを愛好する人々が、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特徴を持ち、地域住

民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブをいいます。 

（２）体力向上に向けた取組の推進

（３）食育の推進 
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成果指標 現状値(H26) 目標値(H32)

朝食を毎日食べていますかという質問に「当てはまる」と答

えた児童生徒の割合 

※全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査より 

小学生 ８５．３％ ９７．０％ 

中学生 ８５．３％ ９７．０％ 

活動指標 現状値(H26) 目標値(H32)

総合型地域スポーツクラブの設置数 ２クラブ ７クラブ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査による総合評価（５

段階）がＡＢＣとなった児童生徒の割合【小５・中２】 

小 5
男子 ７０．７％ ７５．０％ 

女子 ６５．８％ ７５．０％ 

中 2 
男子 ７６．６％ ８０．０％ 

女子 ８８．９％ ９０．０％ 

数値目標
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①教職員の健康管理対策の充実 
教職員が十分に能力を発揮できるよう、教職員の過重労働対策や心身の健康管理対策の充実を

図り、ノー残業デー実施の促進や年次有給休暇等を取得しやすい環境づくりに取り組みます。 

② 学校を支援する地域人材等の活用促進 
学校に対するニーズが多様化する中、（仮称）生涯学習センターや名張版コミュニティ・スクール等

の地域人材を積極的に活用し、教職員の学校づくりや学級づくりの時間を確保します。また、県教育委

員会と連携して、教職員をサポートする体制を構築します。 

③ 業務の簡素化・効率化の推進 
教職員の業務負担の軽減を図るため、ＩＣＴ活用力を高めるとともに、各種調査や会議の実施方法

等の見直しを常に行い、教職員が子どもと向き合える時間をより多く確保できるよう、教育現場と連携し

て、業務改善や制度の見直しに取り組みます。 

基本目標４ 活力ある学校づくり 

主な取組

◇めざす姿

教職員は、研修によって質の高い授業力・指導力を身に付け、互いに学び合い、いきいきと子ども

の教育に当たっています。また、子どもや保護者との間に深い信頼関係を築いています。 

学校は、学校運営や教育活動について家庭・地域に積極的に情報発信し、保護者や地域住民

は、いつでも学校や子どもの様子を知ることができます。 

学校と家庭、地域は、学校の強み、弱みを共有し、一丸となって、課題の解消に努めています。 

（１）教職員が働きやすい環境づくり
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①学校マネジメント支援 
県教育委員会と連携して、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭をはじめとする教職員のマネジメント

力向上を支援する研修会等を実施します。 

② 学校運営をリードする人材の育成 
学校運営を計画的にリードする人材を育成するための研修会等を実施します。 

③ 学校評価（※２７）の活用 
学校評価が学校の改善活動につながるとともに、教職員の更なるやる気や成長につながるよう適切

に活用します。 

① 研修講座内容の充実 
社会の情勢や学校の教育課題を考慮し、研修講座の内容の検証、改善を進めるとともに、教職員

のキャリアや教育力に応じた研修の体系化を図ります。

②校内研修支援 
めざす学校像、めざす子ども像の実現に向けた教職員の授業改善を促進するため、積極的に指導

主事が学校を訪問し、指導、助言を行います。 

③ 教職員の研究支援 
自らの課題解決に向けた授業実践や創造的な授業実践・研究に取り組む教職員に、更に研究を

深める場や発表の場、助言を受ける場を提供し、研究を支援します。 

※２７ 学校評価・・・子どもたちがより良い教育を享受できるよう、その教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善と発展をめざすための取組で

す。 

（２）学校の組織力の向上 

（３）教職員の指導力の向上
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成果指標 現状値(H26) 目標値(H32)

教育センターで開催した研修講座のアンケートで「Ａ（満足できる）、Ｂ（どち

らかというと満足）、Ｃ（どちらかというと不満）、Ｄ（不満）」のうち、「Ａ（満足

している）」と回答した参加者の割合 

７４．８％ ８１．０％ 

活動指標 現状値(H26) 目標値(H32)

学校生活支援ボランティアの登録者数 ５７３人 ６３０人 

教職員の年次有給休暇の１人当たりの年間取得日数 １０日 １５日 

数値目標
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①学習環境の整備 
学習教材、備品などを計画的に整備し、子どもが学びやすい環境を確保します。また、子どもが、授

業のなかで効果的にＩＣＴ機器を活用することができる環境の整備を推進します。 

② 学校施設の整備 
計画的に学校施設の維持管理を実施するとともに、施設のユニバーサルデザイン（※２８）への対応な

ど、全ての子どもが安全で、安心して学校生活が送れるよう、時代に適応した施設整備を進めます。 

③ 関係機関との連携強化 
学校、ＰＴＡをはじめ、地域づくり組織や警察、名張少年サポートふれあい隊や子どもを守る家などの

関係機関・団体等が連携をより密にして、子どもの安全・安心を確保します。 

④ 危機管理の徹底と安全教育（防災・防犯学習）の充実 
学校は、子どもの安全に関する危機管理を徹底し、防災・防犯訓練の実施や通学路の安全点検

等を強化するとともに、災害発生時の対応をはじめとした安全教育を充実させ、子どもの危険予知・危

険回避能力を高めます。 

※ ２８ ユニバーサルデザイン・・・年齢や性別、文化、身体の状況など、人々がもつ様々な個性や違いを越えて、すべての人が暮らしやすいまち 

づくり、ものづくり、環境づくりなどを進めることです。 

基本目標５  安全で安心な教育環境の整備 

主な取組

（１）子どもの安全・安心の確保 

◇めざす姿 

子どもは、地域に見守られ、安全に登校し、整備された学校施設の中で、快適に学校生活を送っ

ています。 

また、居心地のよい学校、学級づくりが行われ、子どもは安心して、いきいきと楽しく学校生活を送っ

ています。 

学校、家庭、地域が連携、協働し、地域全体で学校を支える環境が整備され、子どもは、地域の

中で健やかに成長しています。 
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①途切れのない支援体制づくり 
子どもの健やかな成長を促すため、途切れのない支援を行う小中一貫教育を実施します。特に、小

中学校においてめざす子ども像を共有し、小中学校教職員の相互乗り入れ授業や小・小連携を行い、

早期から子どもの実態把握を行うとともに、適切な指導方法を全教職員で共有します。 

② いじめの未然防止の取組 
「名張市いじめ防止基本方針」に基づき、「名張市いじめ問題対策連絡協議会（※２９）」において、い

じめ防止等のための協議を行います。また、子どもの豊かな情操と道徳心を育み、全ての教育活動を

通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ることにより、いじめの未然防止に取り組むとともに、いじめ

事案の早期発見に努めます。 なお、学校だけでは対応が難しい事案の発生時においては、早期解

決に向けて、指導主事等を積極的に派遣し、的確な対応が行えるよう支援します。

①不登校の未然防止と早期対応 
「不登校の未然防止対応マニュアル（※３０）」等を活用し、不登校の未然防止と早期対応に努め、不

登校の子どもの学校生活への復帰や社会的自立に向けて多様な支援を行います。また、学校と適応

指導教室やスクールカウンセラー（※３１）、スクールソーシャルワーカー（※３２）との連携を強化するとともに、

児童相談所等の関係機関との連携を推進します。 

② 教育相談体制の強化 
子どもが安心して学校生活を送ることができるよう、学校での教育相談体制を充実させるとともに、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携し、支援体制を強化します。 

③ 居場所づくり・絆づくりの推進 
学級満足度調査（Ｑ－Ｕ調査）の結果等を活用し、学校が全ての子どもにとって、居心地の良い居

場所になるよう努めるとともに、子ども同士が学校での生活や活動を通して、お互いの絆を深められる場

づくりを推進します。 

※２９ 名張市いじめ問題対策連絡協議会・・・学校関係者、教育委員会、児童相談所、警察等が構成員となり、学校におけるいじめの現状の情報共

有及び分析、その他いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を推進しています。 

※３０ 不登校の未然防止対応マニュアル・・・不登校についての正しい理解と未然防止及び解決を図るため、平成27年4月に名張市教育委員会が

作成しました。 

※３１ スクールカウンセラー・・・いじめ、不登校、暴力行為等の問題行動の未然防止や、早期発見・早期解決を図るため、児童生徒への相談や保

護者、教職員に対する助言、支援を行い、本人の抱える心の問題を改善・解決していく専門家のことをいいます。 

※３２ スクールソーシャルワーカー・・・子どもに影響を及ぼしている家庭、学校、地域環境について、学校だけでは対応が困難な場合に、その改善

を図るため社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒や保護者の相談に応じたり、福祉等の関係機関とのネットワークを活用し

て支援を行う福祉の専門家のことをいいます。 

（２）いじめや問題行動を未然に防ぐ学校づくり

（３）居心地の良い集団づくり
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①学校の規模・配置の適正化 
教育の機会均等や教育水準の確保、教育の質の向上を目的として、これらにふさわしい学習環境

を整えるために、引き続き、学校の規模・配置の適正化に取り組みます。 

また、本計画の新たな取組として位置付けている小中一貫教育及び名張版コミュニティ・スクールも

併せて進めていきます。 

② 子どもへのきめ細やかな対応 
子どもが新しい環境に円滑に適応できるよう、交流学習を実施するとともに、国や県の事業を活用し

てスクールカウンセラーを配置する等、相談体制を充実させます。また、通学距離や地域の状況に応じ

てスクールバスの運行など、安全・安心な通学手段を確保します。 

成果指標 現状値(H26) 目標値(H32)

小中学校の教育環境に満足している市民の割合 

※市民意識調査より
５９．３％ ６８．０％

活動指標 現状値(H26) 目標値(H32)

学級満足度調査による満足群にいる児童生徒の割合 ６４．４％ ６７．０％

小中学校の老朽施設（棟）の整備数（延べ値） １８施設 ２８施設 

数値目標

（４）学校の規模・配置の適正化の推進 
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①支援体制の確立 
学校の相談室や教育よろず相談等の教育相談窓口を更に充実させ、子どもや保護者を支援する

体制を確立します。 

② 家庭教育講座等の充実 
教育センターで実施している家庭教育連続講座の受講者が地域で家庭教育に関する講座を開設

する仕組みを構築する等、家庭教育を支援する体制を強化します。また、（仮称）生涯学習センターや

教育センター等を活用して、保護者を対象とした子育てに関する講座や講演会等を充実させます。 

① 学校支援地域本部事業の推進 
学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整え、学校生活支援ボランティ

ア等、地域のボランティアが学校に必要な支援を行えるよう、学校支援地域本部事業を推進します。 

② 地域人材育成研修の実施 
学校教育に関わる人材の確保を積極的に進めるとともに、（仮称）生涯学習センターや教育センタ

ーを拠点に、地域人材の資質向上をめざした研修講座や研修会等を実施します。 

基本目標６ 家庭・地域との協働の推進

主な取組

◇めざす姿

保護者の子育てに対する不安や悩みに関する相談体制が整備されるとともに、「家庭における子

育ては地域全体で応援していこう」という市民の意識が高まり、安心して子どもを産み、育てる環境が

整っています。 

また、子どもは、温かい家庭において育まれ、望ましい生活習慣や規範意識を身に付けています。 

（１）家庭の教育力の向上

（２）地域の教育力の向上
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③地域人材の活用 
農業体験学習を実施する等、学校と地域が連携しながら、地域人材を活用し、子どもの学びを支援

する体制づくりを進めます。また、名張市体育協会や総合型地域スポーツクラブ等と連携し、小中学

校の体育授業や中学校の部活動等へ専門的な指導者を派遣する仕組みをつくります。 

④ ジュニアリーダー（※３３）の人材育成 
ジュニアリーダー養成講座を開催し、地域における子どもの健全育成活動等で指導者として活躍で

きる人材を養成し、確保します。また、ジュニアリーダーとして、活躍できる場をさらに拡大し、人材育成を

図ります。 

※３３ ジュニアリーダー・・・名張市が青少年健全育成事業として、中学１年生から高校３年生までの生徒を対象に子どもの集団生活を応援する「子

どものリーダー」を養成しています。この子どもをジュニアリーダーと呼んでいます。 

※３４ 名張 Kids サポータークラブ・・・レクリエーション指導等の技術を学ぶジュニアリーダー養成講座を終了した中高生が、名張市内で子どもとふ

れあえるイベントを開いたり、イベントのサポーター役として参加するボランティアグループです。

成果指標 現状値(H26) 目標値(H32)

目的をもって生涯学習に取り組んでいる市民の割合 

※市民意識調査より 
４４．５％ ４７．０％ 

活動指標 現状値(H26) 目標値(H32)

学校生活支援ボランティアの登録者数 ５７３人 ６３０人 

名張 Kids サポータークラブ（※３４）の登録者数 ３９人 ６０人 

数値目標
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名張市教育振興基本計画 

名張市子ども教育ビジョン 
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平成２８年３月 

名張市教育委員会


